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二上山鳥獣保護区特別保護地区に係る指針 

（１）名  称：二上山鳥獣保護区特別保護地区 

 

（２）区  域：高岡市東海老坂地内の北陸電力送電線氷見線と高岡市と氷見市との市界

の交点を起点とし、同市界を北東進し市道二上万葉線との交点に至り、

同地から同市道を北進し二上山郷土資料館に至り、同地から南に伸びる

遊歩道を南進し林道城光寺線との交点に至り、同地から同林道を西進し

同林道の分岐点に至り、同地から同林道を西進し二上山遊歩道下二上線

との交点に至り、同地から同遊歩道を西進し二上山遊歩道上二上線との

交点に至り、同地から同遊歩道を南進し北陸電力送電線氷見線との交点

に至り、同地から同送電線を北西進し市道二上万葉線との交点に至り、

同地から同送電線を北北西進し起点に至る線で囲まれた一円の地域。 

（別紙図面表示のとおり） 

 

（３）存続期間：令和５年 11 月１日から令和 15 年 10 月 31 日まで 

 

（４）特別保護地区の保護に関する指針 

①指定区分：身近な鳥獣生息地の特別保護地区 

②指定目的：この区域は、能登半島国定公園の南端部に位置し、コナラ

やウラジロガシ、スギ等が繁茂しているゆるやかな丘陵地帯となってお

り、県民の憩いの場として広く活用されているとともに、ツグミ、アト

リ、カシラダカ等の渡り鳥の重要な経路に当たることから鳥獣保護区に

指定されているが、この区域を特別保護地区に指定し、より積極的な鳥

獣生息環境の保護を図る。また、この区域は市街地に近いことから、県

民の探鳥の場として提供し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。 
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 29条第４項において準用する同法第 28 条第２項に規定する 

『名称、区域、存続期間及び特別保護地区の保護に関する指針』新旧対照表 

指定後 指定前 備考 

（１）名称 （略） 

 

（２）区域 （略） 

   

（３）存続期間：令和５年 11 月１日から令和 15 年 10 月 31 日まで 

 

（４）特別保護地区の保護に関する指針 （略） 

（１）名称 （略） 

 

（２）区域 （略） 

   

（３）存続期間：平成 25 年 11 月１日から令和５年 10 月 31 日まで 

 

（４）特別保護地区の保護に関する指針 （略） 

 

 

 

存続期 間

の更新 

 

 

 



二上山鳥獣保護区位置図
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二上山鳥獣保護区特別保護地区指定計画図
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鳥類等生息状況調査結果（二上山鳥獣保護区） 

 

１ 名  称  二上山鳥獣保護区 

２ 指定区分  身近な鳥獣生息地 

３ 指定目的 

この区域は、能登半島国定公園の南端部に位置し、コナラやウラジロガシ、

スギ等が繁茂しているゆるやかな丘陵地帯となっており、県民の憩いの場とし

て広く活用されているとともに、ツグミ、アトリ、カシラダカ等の渡り鳥の重

要な経路に当たることから鳥獣保護区に指定されているが、この区域を特別保

護地区に指定し、より積極的な鳥獣生息環境の保護を図る。また、この区域は

市街地に近いことから、県民の探鳥の場として提供し、鳥獣保護思想の普及啓

発を図るものである。 

４ 調査結果 

（１）鳥類（平成 31 年度春季）では 
ミサゴ及びサンコウチョウといった準絶滅危惧種（レッドデータブックとや

ま 2012、ミサゴは環境省レッドリスト 2020 においても指定）や、ホトトギ

ス、クロツグミ、カッコウなどの夏鳥を含め、23 種類の鳥類が確認された。 
 
（２）鳥類（平成 31 年度秋季）では 

コサメビタキといった準絶滅危惧種（レッドデータブックとやま 2012）や

ジョウビタキのような冬鳥を含め、15 種の鳥類が確認された。 
 
（３）哺乳類（令和３年度）では 

ニホンノウサギやキツネ、タヌキ、テン、イノシシ、ハクビシンの６種類が

確認された。 

 

以上のことから、自然環境は良好な状態で保存され、多種多様な鳥獣の生息

に適した環境を有している地域である。 
 



鳥獣保護区制度の概要 

 

鳥獣保護区は、鳥獣の保護の見地から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」に基づき指定されます。 

鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道府県知事が指定する都道

府県指定鳥獣保護区の２種類があります。 

環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護

を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区に指定することができます。 

鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定

の開発行為が規制されます。 

 

区  分   制度の概要   規制の概要   存続期間 

鳥獣保護区 

(法第 28 条) 

・ 鳥獣の保護を図るため、必

要があると認められる地域

に指定するもの。 

・ 狩猟が認められない。 ・ 

・ 

20 年以内 

期間は更新が

可能 

  特別保護地区

(法第 29 条) 

・ 鳥獣保護区の区域内におい

て、鳥獣の保護及びその生

息地の保護を図るため、必

要があると認められる地域

に指定するもの。 

 

・ 

・ 

・ 

【許可が必要な行為】 

工作物の新築等 

水面の埋立、干拓 

木竹の伐採 
※１ha以下の埋立、干拓や住宅の

設置など鳥獣の保護に支障がない

行為として政令に定める許可不要

の行為がある。 

・ 鳥獣保護区の

存続期間の範

囲内 

   特別保護 

指定区域 

(令第２条) 

・ 特別保護地区の区域内にお

いて、人立入り、車両の乗

り入れ等により、保護対象

となる鳥獣の生息、繁殖等

に悪影響が生じる恐れのあ

る場所について指定するも

の。 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

【許可が必要な行為】 

植物の採取、動物の捕獲等 

火入れ又はたき火 

車馬の使用 

動力船の使用 

犬等を入れること 

撮影、録画等 

野外レクリエーション等 

・ 特別保護地区

において、区域

と期間を定め

る。 

 

鳥獣保護区の指定状況         

区  分 
国 指 定 都道府県指定 

箇所数 面積（千ｈａ） 箇所数 面積（千ｈａ） 

富山県 

鳥獣保護区 1  65  39  43  

うち特別保護地区 1  14  9  2  

うち特別保護指定区域     1  （3ha） 

※令和５年４月１日現在 
 

 



行　　　為 非鳥獣保護区 特例休猟区
特定猟具使用
禁止区域（銃）

鳥獣保護区 特別保護地区
特別保護
指定区域

備　　考

狩   猟
(通常11/15～2/15）

規制なし
ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ
のみ狩猟可

銃猟のみ規制 狩猟できない 狩猟できない 狩猟できない

有害鳥獣捕獲 実施できる 実施できる 実施できる 実施できる 実施できる 実施できる

立木竹の伐採 規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 規制あり 規制あり

工作物の設置 規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 規制あり 規制あり

土地の形質の変更 規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 規制あり 規制あり

受忍義務 なし なし なし
鳥獣の育成及び
保護繁殖に必要
な施設の設置

鳥獣の育成及び
保護繁殖に必要
な施設の設置

鳥獣の育成及び
保護繁殖に必要
な施設の設置

・植物の採取、動物の捕獲等
・火入れ又はたき火
・車馬の使用
・動力船の使用
・犬等を入れること
・撮影、録画等
・野外レクリエーション等

規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 規制あり

・道路、広場その
他の公共の場所
において行うもの
は除く。
・農林漁業を営
むために行うも
のを除く

鳥獣保護区等の指定に伴う規制等
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